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上越地域職域健康づくり連絡協議会               平成26年7月   

いよいよ夏本番！これからの時期は、特に「熱中症」に注意が必要です。家の中でじっとしていても室温や湿度が高

いために、熱中症になる場合もあります。室温をこまめにチェックし、エアコンや扇風機等を活用しましょう。もち

ろん、水分補給も大切です。のどが渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。 

5月15日、第31回担当者研修会を実施いたしました。まず、上越労働基準監督署 次長 下平 恒裕様より、「上越

地域で働く方の心と体の健康づくりのために様々な活動をされている連絡協議会に対して、行政という立場からご協力

させていただきたい。この研修内容を参考にして取り組んでいただきたい」とお話がありました。 
 
今回は、新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 地域保健課 管理栄養士 草野 亮子様を講師に迎え、職場における

タバコ対策について教えていただきました。 

 草野先生からは、「たばこには、200 種類もの有害物質が含まれている。会社の財産である『人』を守るために受動

喫煙対策が必要である」と教えていただきました。 

座談会において、「事業所禁煙化に向けた取り組み」について、2 つの事業所様から事例を挙げていただきましたの

で、ご紹介させていただきます。 

 

質問  

「会社で禁煙に取り組みたいと思っているが、取引先等に言い出しづらい。相手の気分を害さない良い

方法はありますか」 
 
回 答① 株式会社 アルゴス 様 

⇒『健康のためには「たばこ対策」という社会の風潮もあり、社員の健康管理の一環として、「社長（業務）命令」

という形で施設内禁煙を始めました。喫煙所は建物の外に設置してある状態ですので、取引先の方等屋内で喫煙で

きない状態でも、嫌な顔をされる方はいませんでした。また、長期的には従業員の禁煙にもつながり、施設内禁煙

をして良かったと思います。』 
 
回 答② 信越アステック株式会社上越支社 様 

⇒『施設内禁煙の取組のきっかけは、事務所の改築時でした。もともと社員の健康管理として「たばこ対策」を考

えていましたが、管理者の理解のもと改築を機に施設内禁煙にしました。禁煙後は禁煙であることがわかるように

掲示したり、応接室等にも灰皿を設置しない等喫煙を防止する工夫を行いました。そのため、応接室でたばこを吸

いたいという取引先の方はいませんでした。』 

 

 草野先生からは「２社のお話から、『施設内禁煙』に取り組んでいる会社に対して、外部（取引先）からの反発等 

はなく、その会社の方針を理解し、尊重してくれる社会になってきていると感じます。取引先への理解を促すた 

め、事業所に「禁煙」と掲示しながら、禁煙に取り組んでみてはいかがでしょうか」とのアドバイスをいただき 

ました。 

質問①  

「副流煙には主流煙の倍以上の有害物質が含まれているというが、どのような状態で計測したのか教えてほしい」 

回 答  

⇒講演時のデータ出典は、厚生労働省「禁煙と健康問題に関する検討会」報告書に掲載され、基となるデータは、 

（US Department of Health, Education and Welfare : The Health Consequences of Smoking, 1975 : 89, 1975.）

という文献です。ご質問の「どのような状態で計測したのか」ですが、まず主流煙の採集法は国際標準化機構（ISO）

の手法に基づき、専用の測定機器により吸い口部より放出されるたばこ主流煙をガラスフィルターに捕集。重要な

捕集法ですが、ISO による捕集基準は吸煙量が 35ml、吸煙時間が 60 秒と指定。同様に副流煙も副流煙専用の喫

煙装置で採集し、たばこ先端から排出される煙成分のほとんどを採集した状態での分析です。 

（出典：旧厚生省「平成11-12年度たばこ煙の成分分析について」より抜粋） 

 
質問② 

「禁煙外来での治療内容を具体的に教えてほしい」 

回 答  

⇒「健康保険等を使った禁煙治療では、12週間で5回の診察を受けます。一般的には、問診で、治療法の説明の他、

ニコチン依存度、喫煙の状況、禁煙の関心度などをチェックします。また、呼気中（吐き出す息）の一酸化炭素濃

度の測定、禁煙開始日の決定と「禁煙誓約書」へのサイン、次回診察日の決定を行い、治療のための禁煙補助薬の

処方を受けます。※５回の詳しい治療内容は禁煙 治療などで検索できます。 

禁煙外来の保険適用は初回算定日から３ヶ月以内となっています。その間に禁煙できなかった方がその後医療機関

にかかる場合、初回算定日より１年間は自由診療（医療機関ごとの設定料金）になります。 

 
 

当日、座談会で出された参加者からのご質問に対し、草野先生より詳しい回答をいただきましたのでご紹介させてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

上越地域振興局健康福祉環境部（上越保健所）からのご紹介です。 

事業所健康管理担当者様向けのホームページ「たばこから健康を守ろう！情報ステーション」を開設しました 

上越地域振興局健康福祉環境部（上越保健所）のホームページに、たばこに関する情報や資料をまとめた「たばこから健 

康を守ろう！情報ステーション」を開設しました。職場に掲示できるポスタやチラシのデータがダウンロードできるよう 

になっていますので、ぜひご覧下さい。※たばこ 情報ステーションで検索できます。 
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今年度から開始された上越市・妙高市への「退職者の健診結果移行事業」をご存じですか。全国に先駆けて実施された事業で他

県からも、注目を集めているようです。当協議会会員の事業所様からスタートした取り組みで、すでに半数以上の事業所様から

同意書が提出されています。まさに、「上越地域職域健康づくり連絡協議会」の名の通り、地域と職域が「健康づくり」という

目的達成のために連携を行う事業といえます。この移行事業について、例を挙げてご説明します。 

  

手続きの時に、市役所の人が

「市の広報に健診の案内が出て

いる」って言ってたっけ。健診は

毎年欠かさず受けないとね。 

先日、国保に加入したよ。 

Ｈ２５年３月にＣ会社を定年退職したＡさん、６５歳。 

１か月後、市が主催する健診結果説明会にて 

さっそく、近所の友人と一緒に「特定健

診」を受けに来ました。これで一安心

だね。 

Ａさん、血糖値が基準値を超

えていますね。いつ頃から

高くなりましたか？ 

う～ん、いつかな？

健診の実施主体

が違うので、結果

を見ることはでき

ないのです。 

毎年同じ健診機関で受けているんだ

よ。市役所の人が私の結果を見ること

はできないのかい？

退職する社員のこれまで

の健診結果を、市に提供

する事業が始まるそうで

す。同意しようと思います

が、いかがですか。 

賛成です！ 

翌年・・・Ｃ会社の衛生委員会にて Ｃ会社を定年退職したＢさん、６５歳。

国保健康課 国保加入のお手続きです

ね。お勤めの時の健診結

果の提供についてですけ

ど・・・。

会社の担当者から聞

きましたよ。もちろん

同意します。 

今日は、「特定健診」に来まし

た。5年前からメタボ気味って言

われていて、半年前から食事に

気をつけているんです。結果は

どうかしら。 

１か月後、市が主催する健診結果説明会にて 

Ｂさん、以前の健診結果と比

べて、脂質も血糖も徐々に

改善が見られていますよ。 

はい、減量に取り組んでいる

んです。過去の健診結果がわ

かると、経年的に比較できる

のね。同意してよかったわ。 
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後日 


